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○ 取扱い 

 変形性腰椎症に対するエスフルルビプロフェン・ハッカ油（ロコアテー

プ）の算定は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 加齢や重労働など様々な要因で、椎体の変形、骨棘形成、椎間板変性、

さらに椎間関節の変形性関節症を来したものが変形性脊椎症である。この

現象が腰椎に発生したものが変形性腰椎症であることから、変形性関節症

と同等の疾患としてロコアテープの使用は有用性が高いと考える。 

 以上のことから、変形性腰椎症に対するエスフルルビプロフェン・ハッ

カ油（ロコアテープ）の算定は原則として、認められると判断した。 

 


